
１．土地区画整理事業の概要

(１)土地区画整理事業とは
① 土地区画整理事業のしくみ

○土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を

整え宅地の利用の増進を図る事業。

○公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供して

もらい（減歩）、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一

部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。

（公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩）

○事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の

整備費（用地費分を含む）に相当する資金から構成される。

これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。

○地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、

都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値

の高い宅地が得られる。

整理前

整理後

Ａさん

Ｂさん Ｅさん

Ｃさん

Ｄさん

Ａさんの整理前の宅地

換 地

（Ａさんの整理後の宅地）

減 歩

整
形
化

Ｂさん
Ｅ
さ
ん

Ｃさん Ｄさん

公

園

保
留
地 公共減歩

（道路や公園等の用地となる）

保留地減歩

（売却して事業費の一部に充てる）

【支出】
○道路等の公共施設整備費
○建物等の移転・移設補償費
○宅地の整地費
○調査・設計費、事務費
※減価補償地区の場合は減価補償費

【収入】
○公共側の支出

・社会資本整備事業特別
会計補助（道路整備勘定）

・一般会計補助
・公共施設管理者負担金
・助成金

○保留地処分金

都市計画道路の整備費相当額

公共施設の整備費等相当額
公園等の用地費相当額

資 金 構 成

地権者は減歩により都市計画道路や公園等の用地を負担します。一方で国庫補助により投入される都
市計画道路等の用地費に相当する資金は、宅地の整地費等に充当され、地権者に還元されます。
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地権者は減歩により都市計画道路や公園等の用地を負担します。一方で国庫補助により投入される都
市計画道路等の用地費に相当する資金は、宅地の整地費等に充当され、地権者に還元されます。
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② 減価補償地区における土地区画整理事業のしくみ

施行後の公共用地率が大きい地区等においては、宅地の利用価値が高くなり平均単価は

上がるものの、宅地の面積の減少が大きく、地区全体の宅地総価額が減少する。このよう

な地区を といい、宅地総価額の減少分が として地権者に『減価補償地区』 『減価補償金』

交付される。

実際の事業では、減価補償金相当額をもって宅地を先行買収し、公共用地に充てること

により、従前の宅地総価額を小さくし、減価補償金を交付しなくてすむようにしている。

 

地権者ごとに補償すると、換地面積が小さくなり

宅地利用が困難となるなど、現実的でない。 

（等価）
３,０００万円 ＋ １,０００万円 

    （１２０㎡） 
４,０００万円 

    （２００㎡） 

Ａさんの整理前宅地              Ａさんの整理後宅地  減価補償金 

＝  

【整理前】 【整理後】

・公共用地：  ２万㎡ 
・宅  地： １０万㎡ 
・平均単価： ２０万円/㎡ 
・地権者数：５００人 

宅地総価額：２００億円 
（１人当り平均４，０００万円）

・公共用地：  ６万㎡ 
・宅  地：  ６万㎡ 
・平均単価： ２５万円/㎡ 
・地権者数：５００人 

宅地総価額：１５０億円 

▲５０億円･･･金銭による補償が必要 

【減価補償地区とは？】

 

【先行買収による事業実施】

事業実施前に、減価する     地権者５００人中１２５人     先行買収すること 

５０億円＝２．５ｈａを     が地区外へ転出          により、宅地利用 

公共施設充当用地として     （３７５人は残留）        に適した換地面積 

先行買収                             となる。 

【整理前】 
・公共用地：  ２万㎡ 
・宅  地： １０万㎡ 
・平均単価： ２０万円/㎡ 
・地権者数：５００人 

宅地総価額：２００億円 ＝

【整理後】 
・公共用地：  ６万㎡ 
・宅  地：  ６万㎡ 
・平均単価： ２５万円/㎡ 
・地権者数：３７５人 

宅地総価額：１５０億円 

【先行買収後】
・公共用地：４．５万㎡ 
・宅  地：７．５万㎡ 
・平均単価： ２０万円/㎡
・地権者数：３７５人 

宅地総価額：１５０億円

４,０００万円 

  （２００㎡） 
＝

Ａさんの整理前宅地     （等価） Ａさんの整理後宅地 

４,０００万円 

  （１６０㎡） 

＋



（２）土地区画整理事業の流れ

地元住民との

まちづくり案の検討

都市計画決定 ・土地区画整理事業の施行区域を都市計画決定

※個人・組合施行についても、都市計画事業の場合には、都

市計画決定手続を要する。

施行規程・定款 ・施行規程：施行者、権利者が準拠すべき規則

事業計画の決定 ※組合施行の場合、定款

・事業計画：施行地区、設計の概要、事業施行期間、資金計画

土地区画整理審議会 ・審議会：施行地区内の地権者の代表として選挙により委員選出

・総会の設置 換地計画、仮換地指定等について議決

※組合施行の場合、組合員の総会が議決

仮換地指定 ・将来換地とされる土地の位置、範囲を指定

（地権者による住宅等の建築が可能となる）

・仮換地の指定を受け、建物移転を実施
建物移転補償 工 事

・道路築造、公園整備、宅地整地等の工事を実施

換地処分 ・従前の宅地上の権利が換地上に移行

（この際、清算金も確定）

土地・建物の登記 ・施行者が土地、建物の変更に伴う登記をまとめて実施

清算金の徴収・交付 ・換地について各地権者間の不均衡是正のため、金銭により清算

事業の完了



（３）土地区画整理事業の特徴と実績

土地区画整理事業は、我が国の市街地整備を代表する手法として、戦前、戦後

を通じ、多様な地域の多様な課題に対応すべく活用されており、平成１８年度末

までに全国で約３４万ｈａの市街地整備を実施してきている。

しかしながら、我が国においては、防災性をはじめとして市街地整備の水準が

依然として立ち遅れており、地方都市の中心市街地の空洞化、経済情勢の変化に

伴う都心部での低未利用地の発生など、様々な課題を抱えている。

土地区画整理事業にはこれらの課題に対応して、活力のある社会の形成と安全

で豊かな生活を可能とする街づくりを進めることが期待されている。

土地区画整理事業の特徴

道路、公園、河川等の公共施設と宅地の総合的・一体的整備により、新たな土地
利用に対応し、かつ優れた都市空間を形成。

既成市街地から新市街地までの多様な地域で、多様な目的に対応した市街地整備
が可能。また、多様な関連事業との組み合わせが可能。

地権者自らが土地を所有したまま街づくりに参加。全事業の約半数が、地権者が
共同で行う組合施行の事業。

公共投資（補助事業費）とほぼ同額の民間資金(保留地処分金)による都市開発を
実施。また、建築移転に伴う民間の関連投資の誘発による経済波及効果が大。

土地区画整理事業の実績

土地区画整理事業の着工面積は、平成１８年度末までに全国で約３４万ｈａ。
これは、全国の市街地（人口集中地区：ＤＩＤ）の約３割に相当。

道路、公園、駅前広場等の都市基盤を整備。例えば、土地区画整理事業により
①約１１，０００㎞の都市計画道路を整備。これは、供用・完成済み都市計画道

路の約１／４に相当。
②約１．４万haの公園を創出。これは、全国の開設済の街区公園、近隣公園、地

区公園の約１／２に相当。
③約９００箇所の駅前広場を整備。これは、供用されている乗降客３０００人以

上の駅の駅前広場の約１／３に相当。

戦災復興や震災復興といった復興事業にも土地区画整理事業が大きな役割。
（関東大震災復興、第二次世界大戦戦災復興、阪神・淡路大震災復興）

現在、約１,４００地区(約５．４万ｈａ)、うち組合等施行約６００地区(約
１．７万ｈａ)を施行中。（道路整備特別会計補助地区は、平成１９年度で
５１０ 地区）



施　　行　　者

土地区画整理組合

土地所有者または
借地権者が7名
以上で土地区画整
理組合を設立して
施行します。

個人・共同

土地所有者または
借地権者が、その
土地について一人
で、または数人共
同して施行します。

地方公共団体

都道府県・市町村
が施行します。

国土交通大臣

国土交通大臣が施
行します。

機構・公社

独立行政法人都市
再生機構、地方住
宅供給公社が施行
します。

区画整理会社

地権者と民間事業
者が共同で設立す
る株式会社（区画
整理会社）が施行
します。

（単位：百万円）

平成18年度

補助事業費

合　計 平　均 合　計 平　均 合　計 平　均 （当初予算）

928,426 681.2 597,310 818.2 331,116 523.1 198,914

(注) １.

 　  ２.
 　  ３.

平成18年度事業費

◇土地区画整理事業の単年度事業費◇
（非補助事業を含む）

個人・組合等施行

区　　分

公共団体・機構等施行とは、公共団体、行政庁、独立行政法人都市再生機構、地方
住宅供給公社施行をいう。
個人・組合等施行とは、個人・共同、土地区画整理組合施行をいう。
平成18年度補助事業費（当初予算）は、道路整備特別会計補助事業費と一般会計補
助事業費（まちづくり交付金分を除く）の合計である。

1,363地区 730地区 633地区

全国計 公共団体・機構等施行

地区数 面積（ha） 地区数 面積（ha） 地区数 面積（ha）

1,183 49,101 1,183 49,101 -        -        

個人・共同 1,249 18,820 1,203 18,187 43 558

組合 5,626 116,573 5,015 99,023 590 16,871

公共団体 2,674 119,918 2,001 91,992 658 27,380

行政庁 103 4,443 102 4,436 1 7

都市機構 268 31,076 200 22,468 68 8,608

地方公社 107 2,574 104 2,430 3 144

小計 10,027 293,403 8,625 238,536 1,363 53,567

11,210 342,504 9,808 287,637 1,363 53,567

（注）１.計数は、各々四捨五入しているため合計と符合しない場合がある。

　　　２.事業着工後に中止した地区等があるため合計と符合しない場合がある。

（平成１９年３月３１日現在）

◇土地区画整理事業の実績◇

適法及び施行者

旧都市計画法

うち換地処分 うち施行中

土

地

区

画

整

理

法

合計

施行状況 事業着工



（４）土地区画整理事業の沿革

（農地の利用増進を目的）明治３２年(1899) 旧耕地整理法制定

新耕地整理法制定明治４２年(1909)

（土地区画整理事業の施行を規定）大正 ８年(1919) 旧都市計画法制定
･目的として「宅地の利用増進」を明記

･手続き等は耕地整理法を準用

旧特別都市計画法制定大正１２年(1923)
（関東大震災→震災復興土地区画整理事業約3,400ha）

新特別都市計画法制定昭和２１年(1946)
（第二次世界大戦→戦災復興土地区画整理事業約27,900ha）

（土地区画整理法制定までの間は廃止法令を準用）昭和２４年(1949) 耕地整理法廃止
（耕地整理法の準用をやめる。）昭和２９年(1954) 土地区画整理法制定

･目的として、「宅地の利用増進」に「公共施設の整備改善」を追加

･手続き等を規定

都市改造事業創設昭和３１年(1956)

(都市改造事業が道路特会予算となる)昭和３３年(1958) 道路整備特別会計創設

（組合無利子貸付金制度の創設）昭和３８年(1963) 土地区画整理法改正

新都市計画法制定、土地区画整理法改正昭和４３年(1968)
（都市計画事業としての土地区画整理事業を規定）

組合土地区画整理事業への道路整備特別会計補助制度創設昭和４５年(1970)
･併せて、都市改造事業を公共団体区画整理補助事業に改称

田園居住区整備事業創設昭和６３年(1988)

都市開発資金貸付金制度創設平成 ５年(1993)
（昭和３８年創設の行政部費による貸付金を都市開発資金貸付金に改組）

緑住まちづくり推進事業創設平成 ６年(1994)

街区高度利用土地区画整理事業創設

被災市街地復興土地区画整理事業創設
（阪神・淡路大震災→震災復興土地区画整理事業約256ha）

安全市街地形成土地区画整理事業創設平成 ８年(1996)

街なか再生土地区画整理事業創設平成１０年(1998)

（一般会計補助の統合）平成１１年(1999) 都市再生区画整理事業創設

（保留地取得資金貸付金の追加）都市開発資金貸付金制度の拡充

（土地区画整理事業は要素事業）平成１２年(2000) まちづくり総合支援事業の創設

（既成市街地に重点化）都市再生区画整理事業の見直し

（既成市街地の事業を追加）平成１４年(2002) 都市開発資金貸付金制度の拡充

連続立体交差関連公共施設整備事業の創設

（既成市街地に重点化）平成１５年(2003) 道路整備特別会計補助の見直し

都市開発資金貸付金制度の拡充平成１６年(2004)
（景観計画区域を施行地区に含む事業を貸付対象事業に追加）

（土地区画整理事業は基幹事業）まちづくり交付金の創設

（区画整理会社制度の創設）平成１７年(2005) 土地区画整理法改正

道路整備特別会計補助、都市再生区画整理事業、都市開発資

（事業主体に区画整理会社を追加）金貸付金制度の拡充

都市再生区画整理事業の拡充平成１８年(2006)
中心市街地及び密集市街地について、移転補償費を追加等(H18)平成１９年(2007） ・
密集市街地について、移転補償費を追加等(H19)平成２０年(2008） ・
集約型都市構造への転換を推進するため、重点地区を拡充等(H20)・



都市の道路ネットワークを整備する観
点から地区内の都市計画道路を用地買
収して整備することとして積算した額
を限度として、社会資本整備事業特別
会計（道路整備勘定）より補助

都市基盤が貧弱で整備の必要な既成市
街地、大規模な災害により被災した市
街地において、都市基盤の整備と街区
の再編を行う事業への補助

連続立体交差事業にあわせ周辺市街地
において一体的に実施する必要がある
街路事業、土地区画整理事業及び市街
地再開発事業について、統合補助金と
して社会資本整備事業特別会計（道路
整備勘定）より補助

（５）土地区画整理事業に対する助成制度

→(P.11～参照)社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）による国庫補助

土地区画整理事業 ----------------
（昭和３３年度創設)

平成20年度 事業費 163,123百万円
国 費 90,969百万円

重点施策推進要望に係る施策として、事業費
242百万円、国費 121百万円を含む。

連続立体交差関連公共施設整備事業-
（平成１４年度創設）

平成20年度 事業費 11,582百万円の内数
国 費 5,791百万円の内数

→(P.15～参照)一 般 会 計 に よ る 国 庫 補 助

都市再生区画整理事業 ------------
（平成１１年度創設）

8,111百万円平成20年度 事業費
国 費 3,631百万円

まちづくり交付金 ----------------
（平成１６年度創設）

平成20年度 事業費 640,000百万円の内数
国 費 251,000百万円の内数

重点施策推進要望に係る施策として、事業費
25,000百万円、国費 10,000百万円を含む。

→(P.27～参照)社会資本整備事業特別会計（業務
勘定）による貸付け

------
（平成５年度創設）

平成20年度 事業費 9,566百万円
国 費 0百万円

（注）１．施行者を道路整備特別会計補助の種別（直接補助・間接補助）で分類。
２．公共団体等施行とは、地方公共団体、独立行政法人都市機構（直接補助）施行をいう。
３．組合等施行とは、土地区画整理組合、独立行政法人都市機構（間接補助）、地方住宅供給

公社施行をいう。
４．その他は地方単独費等である。
５．各割合は、四捨五入しているため合計が符合しない場合がある。

良好な住宅宅地供給や既成市街地の整
備を行う組合事業等への貸付け

地域の歴史・文化・自然環境等の特性
を活かした個性あふれるまちづくりを
実施し、全国の都市の再生を効率的に
推進

◇土地区画整理事業の財源構成◇
（平成１８年度国庫補助事業の平均値）

公共団体等施行
（直接補助）

全体

補助対象事業費 保留地処分金

公共施設管理者負担金

その他

組合等施行
（間接補助）

34%

36%

36%

48%

20%

26%

5%

4%

4%

14%

39%

34%

0% 50% 100%



（６）土地区画整理事業の活用事例
土地区画整理事業は、様々な場面で地域の課題解決に活用することができる事業制度である。

① 中心市街地の活性化

空洞化が進行している地方都市等の中心市街地を活性化させるため、土地区画整理事

業により街区の再編、低未利用地の集約化や基盤整備を図ることにより、商業、福祉、

文化等の各種施策と連携しつつ、核となる商業施設や、福祉・文化施設等の公益施設、

共同住宅の立地等を促進し、中心市街地の活性化を推進する。

【土地区画整理事業活用のイメージ】

【活用事例と効果】

～区画道路・小広場等の整備を伴う小規模な区画整理による活性化の事例～

〔整備前〕

〔整備後〕

地区内歩行者通行量増(約0.5千人/日から約1.7千人/日)
地区内営業店舗増（24店から39店）

集客施設用地

（民間：観光交流ｾﾝﾀｰ）

生鮮食品街区

集客施設用地

（民間：街なかﾌﾟﾗｻﾞ）

ﾊﾟﾃｨｵ

住
居
専
用
街
区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

集客施設用地

（民間：観光交流ｾﾝﾀｰ）

生鮮食品街区

集客施設用地

（民間：街なかﾌﾟﾗｻﾞ）

ﾊﾟﾃｨｵ

住
居
専
用
街
区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

集客施設用地

（民間：観光交流ｾﾝﾀｰ）

生鮮食品街区

集客施設用地

（民間：街なかﾌﾟﾗｻﾞ）

ﾊﾟﾃｨｵ

住
居
専
用
街
区

商店街

駐車場

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

・散在する商店を生鮮食品街区、飲食店街区に集約
・散在する住宅を住居専用街区に集約

・転出希望者を集約して集客施設用地を創出

・商店が連なるパティオ（小広場）や区画道路を整備

遊休地

福祉施設の立地の
促進 空き店舗用地、遊休

地を利用して共同住
宅の設置

文化施設等、にぎわい
のある施設の設置

商業・住宅を集約し、
既成市街地を再生

遊休地

福祉施設の立地の
促進 空き店舗用地、遊休

地を利用して共同住
宅の設置

文化施設等、にぎわい
のある施設の設置

商業・住宅を集約し、
既成市街地を再生

［彦根本町土地区画整理事業（滋賀県彦根市、組合施行1.3ha）］



中心市街地活性化基本計画の策定状況について

平成10年に制定された「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的

推進に関する法律」(平成10年法律第92号)は、商業振興策が中心であり、街なか居住の推進や

都市機能の集積促進などの措置がなく、また、市町村が策定した基本計画の内容を評価し、意

欲的な取組みを国が集中的に支援する仕組みとなっていなかった。

このため、平成18年6月、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進するため同法が改正され(平成18年8月施行)、内閣に中心市街地活性化本部

を設置するとともに、市町村が作成する中心市街地活性化基本計画の内閣総理大臣による認定

制度等が創設され、これに併せて、認定を受けた基本計画に基づく取り組みに対して国として

重点的な支援措置を講じていくこととなった。

土地区画整理事業においては、認定を受けた基本計画に位置づけられた事業に対し、認定基

本計画に位置づけのある商業活性化施設・公益施設等が立地する敷地上の既存建築物の移転補

償費を都市再生土地区画整理事業の補助限度額へ算入可能とする他、予算の範囲内で重点的な

支援を行う等の支援措置を講ずることとしている。

平成20年1月1日現在、24市の中心市街地活性化基本計画が内閣総理大臣の認定をうけてお

り、このうち7市の中心市街地活性化基本計画において8地区の土地区画整理事業が位置づけら

れている。

【改正中心市街地活性化法のスキーム】

法令上の特例・補助金・税制・融資 等

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

都市福利施設の整備

認定基本計画への支援措置等

（基本方針に基づき
市町村が作成）

基本計画へ
の意見

基 本 方 針 （中心市街地活性化本部が案を作成し、閣議決定）

○ 基本的な方針
○ 位置及び区域
○ 目標
○ 計画期間
○ 中心市街地活性化の

ための事業 等

中心市街地活性化基本計画
＜市町村が作成＞

認定申請

認定

内閣総理大臣

関係行政機関の長

内閣総理大臣による認定制度
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都市福利施設の整備

商業の活性化等

市街地の整備改善

まちなか居住の推進

都市福利施設の整備

認定基本計画への支援措置等

（基本方針に基づき
市町村が作成）

基本計画へ
の意見

基 本 方 針 （中心市街地活性化本部が案を作成し、閣議決定）
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○ 位置及び区域
○ 目標
○ 計画期間
○ 中心市街地活性化の

ための事業 等

中心市街地活性化基本計画
＜市町村が作成＞
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② 密集市街地の解消

道路、公園等の都市基盤が未整備で老朽化した木造建築物が密集している防災上危

険な市街地において、以下の措置により防災性の向上を図り、安全な市街地を形成。

・ 道路・公園などの公共施設を整備し、避難・延焼遮断空間を確保

・ 倒壊・焼失の危険性が高い老朽建築物の更新を促進し、建築物の安全性が向上

・ 地権者の自主的な共同建替えのため敷地条件整備を行い、地域の不燃化を促進

効率的かつ効果的に密集市街地の防災性を向上させる土地区画整理事業の代表的な

活用方法には、以下の２つの手法がある。

１）地権者の建替えに合わせた不燃化の推進

膨大に広がる密集市街地の解消のためには、行政による事業展開だけではなく、民

間の有するノウハウ、資金力、機動性を 大限に活用し、民間による事業展開を推進

することが必要。

（石原東・幸福北地区の例：大阪府門真市）

木賃アパートの建替えに合わせて、組合施行による土地区画整理事業を実施。街

区の再編、敷地の整序を行い、建築条件が整備されたため、不燃化された賃貸マン

ションへの建替えが実現された。

【整備前】 【整備後】

老朽木造アパート 耐火造のマンション

狭小な道路 コミュニティ道路

２）公共団体の公共施設整備に併せた防災環境軸の集中整備

密集市街地の防災性を効率的に向上させるため、都市計画道路の整備と一体的

に沿道の建築物の不燃化を促進し、避難路・延焼遮断帯として機能する空間「防

災環境軸」を緊急かつ重点的に整備する。このため、土地区画整理事業のほか、

街路、公園等の各種事業を組み合わせ、集中的に実施する。



■密集市街地緊急リノベーションの推進

・重点密集市街地において、都市計画道路の整備に併せ各種事業の総力を結集し、防災環境軸の整
備を促進

※都市再生区画

整理事業におい

て採択要件の特

例を設けている。

■防災環境軸の整備イメージ

【活用事例と効果】

整備前 整備後

＜地区例＞
・一之江駅西部(東京都江戸川区)

・淡路駅周辺(大阪府大阪市)

・浜山(兵庫県神戸市)

・段原東部(広島県広島市)

・原良第三(鹿児島県鹿児島市)

［一之江駅西部土地区画整理事業(東京都江戸川区)］

公共用地率が１６％から３０％に増加

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務
（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成
（計画立案、整備計画作
成等）

採択要件の特例

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

地区再開発事業

都市公園事業・
防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防
災
環
境
軸

都市計画道路

密集市街地緊急リノベーション事業

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務
（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成
（計画立案、整備計画作
成等）

計画コーディネート
支援

・コーディネート業務
（住民意向調査、合意形
成）
・整備計画作成
（計画立案、整備計画作
成等）

採択要件の特例

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

採択要件の特例

整備計画に位置付けら
れた事業について、それ
ぞれの事業の面積の合
計が一定以上である場
合に採択

市街地再開発事業

都市防災総合推進事業

土地区画整理事業

防災街区整備事業

地区再開発事業

都市公園事業・
防災公園街区整備事業

リノベーション整備計画

整備計画に位置付けられた各種事業の実施

防
災
環
境
軸

都市計画道路

密集市街地緊急リノベーション事業

・災害時の避難路、延焼遮断帯として機能
・緑豊かな空間
・沿道敷地の高度利用と住宅供給

・住民の生活支援サービス施設が立地する｢生活軸｣
・沿道建築物への自動車のアクセスを背後から確保

・災害時の避難路、延焼遮断帯として機能
・緑豊かな空間
・沿道敷地の高度利用と住宅供給

・住民の生活支援サービス施設が立地する｢生活軸｣
・沿道建築物への自動車のアクセスを背後から確保



③ 街区再編による土地の高度利用

土地利用が細分化された既成市街地において、街区の再編に合わせて散在した低未

利用地や共同利用希望者の土地を集約化することにより、敷地規模の拡大、土地の高

度利用を図り、オープンスペースが確保されたゆとりある良好な市街地環境の形成を

推進する。

【土地区画整理事業活用のイメージ】

〔現 況〕

戸建希望者 土地の共同利用希望者

〔整備後〕

戸建てを希望する地権者の土地を集約

【活用事例と効果】

［梅田２丁目土地区画整理事業(大阪市北区)］

就業人口 （約３千人 →約１万人）
商業業務系の床 (約７万㎡ →約１５万㎡)

散在する
低未利用地

前面道路が
狭隘

ゆとりのない
生活空間

共同化を希望
する地権者の
土地を集約

低未利用地を
集約すること
により、開発
用地を確保

大規模街区
に再編

ポケットパーク等
ゆとりある空間の確保

幅の広い
区画道路の整備



連鎖型都市再生の流れ

④ 拠点市街地の形成

大都市、地域の中心となる都市等において、既成市街地内の鉄道跡地等を活用して、

都市構造の再編に資する拠点市街地の整備を推進する。

【活用事例と効果】

＜地区例＞
・あすと長町（宮城県仙台市）

・東静岡駅周辺(静岡県静岡市)

・尾張西部都市拠点(愛知県稲沢市)

・高知駅周辺(高知県高知市)

・香椎副都心(福岡県福岡市)

・熊本駅西(熊本県熊本市)

土地区画整理事業（東京都千代田区等）秋葉原駅付近

世界的なIT産業拠点の形成(大学等20機関が入居)*

＊２００８年１月現在

大手町土地区画整理事業（東京都千代田区）

連鎖型都市再生による国際ビジネス拠点の再構築

⑤ スプロール市街地の改善

高度成長期の都市への急激な人口流入の受け皿として郊外に無秩序に開発されたスプ

ロール市街地は十分に基盤整備されないまま狭小な戸建て住宅等が建ち並び、放置する

と居住環境の悪い密集市街地になることが想定される。こうした市街地において、既存

のコミュニティの維持に配慮しつつ、土地区画整理事業により街区の再編、基盤整備等

を実施することにより、市街地環境の整備・改善を図る。



（７）土地区画整理事業の経済波及効果

○土地区画整理事業は、公的支出と保留地処分金等の民間資金の双方を活用

した事業。（土地区画整理事業の総事業費は公的支出の 約２倍 ）

○土地区画整理事業は、整備された宅地に建築投資を呼び込むことから地区

内への総投資が大きい。（民間建築誘発効果、 約３倍 ）

○乗数効果により、経済波及効果はさらにその 約２倍 になる。

○公的支出１に対し、 約１１倍 の経済波及効果を発現。

土地区画整理事業に対する公的支出は約０．５兆円（平成18年度）。

これに対する経済波及効果は 約５．６兆円。

（市街地整備課調べ）

約１１倍

約２倍

約３倍

０．５兆円（H18）

１．０兆円

２．９兆円

５．６兆円

約２倍

約１１倍

約２倍

約３倍

０．５兆円（H18）

１．０兆円

２．９兆円

５．６兆円

約２倍



２．市街地整備施策のあり方について

（１）社会資本整備審議会答申

平成１７年６月３０日に国土交通大臣より社会資本整備審議会に対して「新しい時

代の都市計画はいかにあるべきか。」についての諮問がなされた。

その中の具体的な検討課題の一つである「持続可能な都市を構築するための都市・

生活インフラの整備の推進方策」のうち、都市交通や市街地整備のあり方と整備推進

方策を専門的に検討するため、都市計画部会に都市交通・市街地整備小委員会が設置

され、平成１９年７月２０日に社会資本整備審議会長より国土交通大臣に答申された。

答申のポイント

（詳細は 参照）http://www.mlit.go.jp/singikai/infra/city_history/city_planning/city_traffic/city_traffic_.html

当該答申においては、拡散型都市構造を放置した場合に発生すると考えられる ①公共交通

の維持が困難 ②超高齢社会の移動問題 ③環境への負荷の高まり ④中心市街地の一層の衰退

⑤都市財政の圧迫といった諸問題を解決または回避し、持続可能な都市を実現するためには、

我が国の都市を集約型都市構造へ再編することが不可欠であるとし、その実現に向けて、総合

交通戦略に代表される都市交通施策と拠点的市街地の整備を推進する市街地整備施策との総力

戦で臨むべきこと等を提示している。

このうち、市街地整備施策に関するポイントは以下の通りである。

エリアマネジメント…事業の初動期段階から事業完了後に至るまでの市街地の一元的な維持・管理
スマートシュリンク…郊外市街地等における急激な密度低下による著しい生活環境の悪化を防ぐための市街地

整備手法による敷地の統合・集約化、情報提供・斡旋等による空地の適切な管理・活用



◎多様で柔軟な区画整理手法の提示と活用

◆既成概念にとらわれない区画整理手法の運用～柔らかい土地区画整理事業～

区画整理手法は、新市街地での事業実績をもとに既成概念化しているなど、事業の積み重ねの

中で画一的な運用が行われてきた側面がある。これに対し、これまで敷地整序型土地区画整理事

業※として技術的基準等の弾力化を行ってきたところであるが、今後も、既成市街地において区

画整理手法を幅広く活用していくためには、既成概念にとらわれない柔軟な運用が求められる。

※敷地整序型土地区画整理事業

道路の付け替え等を公共施設整備として取り扱うなど、技術基準を弾力的に運用し、相互に入

り込んだ少数の敷地を対象として換地手法によりこれら敷地の整序を図る土地区画整理事業。

【運用事例：減歩をしない区画整理】

公共施設の集約化と街区再編を行う事業等では、公共減歩のない事業実施も可能

◆土地区画整理事業による地籍整備の推進

公図と現況が大きく異なる地区においては、敷地境界が確認できず、建築行為や公共施設の整

備もできない状況が生じている。このような状況を改善するため、区画整理手法を活用し、現況

に合わせて換地処分を行うなど、地籍を整備する取組も考えられる。

【区画整理における既成概念】

○区画整理は減歩を行うもの

○道路に囲まれるなど一定・一体の施

行地区が必要

○土地評価は路線価で決めるもの

○照応の原則により現位置換地が基本

【これからの区画整理】

○大規模・長期間・公共主導から小規模・短期間

・民間主導へ

○土地の交換分合と上物整備との同時計画・連携

○現位置換地と減歩に頼る区画整理からの転換

○柔軟な区域設定

敷地を分断している道路

を駅前広場へ集約

民地は一体的活用による有

効利用が可能となる

民地の一部を駅前広場用地と

して活用（地区計画で担保）

公図と現地が著しく乖離してい

るため、土地の売買や建物の建

築・登記手続きなどができない

地域で、地籍の整備を目的とし

た区画整理事業を施行

道路

駅前広場

公図と現況が著しく乖離 土地区画整理事業により一括して地籍を整備

公図上の敷地境界公図上の敷地境界 敷地境界敷地境界



（２）社会資本整備重点計画について

土地区画整理事業を含め、今後の社会資本整備にあたっては、限られた財源の中で、

国民生活の向上や経済社会の発展に効果を上げ また 国民の信頼を確保するため 選、 、 、「

択と集中」により、重点を置く社会資本整備の方向性や実施の効率化、透明性の向上等

の取組を明らかにする必要がある。

社会資本整備重点計画は、国民生活・産業活動の基盤を形成する社会資本の整備につ

いて、①従来の９つの事業分野別の公共事業関係長期計画を統合するとともに、②計画

内容も、造る側からみた「事業費」から、政策目標の実現によって「国民が享受する成

果」に転換し、併せて、③事業評価の厳格な実施等の社会資本整備を効果的かつ効率的

に実施するための取組の方向性を示す５ヵ年の計画である。

現在、計画期間をH20からH24までとする、次期「社会資本整備重点計画」の策定を進

めており、国土形成計画との調和等を図りながら平成20年夏を目途にとりまとめを行う

予定である。

（参考）現行の社会資本整備重点計画（計画期間：Ｈ15からＨ19までの5箇年間）

（詳細は 参照 ）http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/011009/01.pdf 。

社会資本整備重点計画（閣議決定：平成15年10月10日）

前文

第１章 社会資本整備の重点的、効果的かつ効率的な実施

第２章 社会資本整備事業の実施に関する重点目標及びその達成のため効果的かつ効率的

に実施すべき社会資本整備事業の概要

「暮らし・安全・環境・活力」の4分野に沿って、15の重点目標、35の指標を設定

第３章 事業分野別の取り組み

道路整備事業／交通安全施設等整備事業／ 他



３．事業評価

土地区画整理事業の事業評価は、平成１３年７月に定められた「国土交通省

所管公共事業の再評価実施要領」及び「国土交通省所管公共事業の新規採択時

評価実施要領」に基づき行われているところである。事業評価を通じて、事業

の効率性及び透明性の一層の向上を図るとともに、より正確な評価が行えるよ

う評価手法についても充実を図っていく。

（１）新規事業採択時評価

、 。国が新規事業採択時に費用対効果分析を含め 総合的な評価を実施するもの

① 新規採択箇所の考え方

費用対効果分析による投資効果に加えて、客観的評価指標（案）により、

中心市街地の活性化等施策目的における事業の効果や必要性を明確化したう

えで、予算枠、完了箇所数等の諸要素を総合的に評価して決定する。

② 客観的評価指標（案）の特徴

中心市街地活性化、防災対策等の施策目的を表す評価項目を設定し、当該

事業がその評価項目を満たしているかを確認する。

（２）再評価

補助事業者が事業採択後一定期間を経過した後も未着工の事業、事業採択後

長期間が経過した事業等の再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じそ

の見直しを行うほか、継続が適当と認められない場合には事業を中止すること

とするもの。

① 対象事業

国庫補助に係る土地区画整理事業で、以下のいずれかに該当する事業

・事業採択後５年間が経過した時点で未着工の事業

・事業採択後１０年間が経過した時点で継続中の事業

（事業採択後５年間が経過した時点で継続中の事業については、予備的

な検討を行い、再評価の実施の必要性を判断する。ただし、予定事業実

施期間が５年以内の事業であって、大幅に事業実施期間が延びる見込み

の事業については、再評価を実施する ）。

・再評価実施後５年間が経過している事業

・社会経済情勢の急激な変化、技術革新等により再評価の実施の必要が生

じた事業



② 評価を実施する主体

・公共団体等区画整理補助事業等直接補助に係る補助事業については、都

道府県若しくは市町村等又は独立行政法人都市再生機構が実施する。ま

、 、た 組合等土地区画整理補助事業等間接補助に係る補助事業については

補助事業者である都道府県若しくは指定都市が実施する。

③ 評価に当たっての視点

・事業の必要性

・事業の進捗の見込み

・コスト縮減や代替案立案等の可能性

・事業の資金計画

（３）費用対効果分析（Ｂ／Ｃ）の特徴

（ ） （ ）① 社会資本整備事業特別会計 道路整備勘定 補助事業 道路・街路事業と同一

・基本的考え方

施行地区の都市計画道路の整備に要する費用と道路の供用後に生じる

便益との比により、投資効果を分析する。費用と便益は道路供用後４０

年間推計し、現在価値化する。

・推計方法の概要

便益 ＝ 時間便益 ＋ 走行便益 ＋ 事故減少便益

「時間便益 ：道路整備による走行時間短縮を賃金率等で金銭評価」

「走行便益 ：走行円滑化による燃費向上等に伴う走行経費節約を推計」

「事故減少便益 ：道路整備により交通事故件数が減少し、事故の社会」

費用が減少する効果を評価（事故の社会費用は事故に

伴う人的・物的損害等を保険統計等をもとに推計）

費用 ＝ 事業費 ＋ 維持管理費

② 都市再生区画整理事業

・基本的考え方

施行地区に投じる費用と、事業がある場合とない場合における施行地

区内外にわたる宅地利用価値（地価）の差分の比により、投資効果を分

析する。費用と便益は換地処分後４０年間推計し、現在価値化する。

・推計方法の概要

便益 ＝ （事業有りの地価 － 事業無しの地価）×面積

「地価 ：地価関数(変数：公共用地率、前面道路幅員等)により算出」

「面積 ：施行地区内と施行地区外の一定の区域の合計」

費用 ＝ 事業費 ＋ 維持管理費 ＋ 用地費

「用地費 ：公共用地の増加分相当」



４．組合施行による土地区画整理事業の経営健全化

組合による土地区画整理事業は、多くの場合、資金収入の大部分を保留地処分

金に依存する事業であることから、近年の社会経済の停滞や地価の下落により大

きな影響を受けている。一部の組合では、その運営について大変厳しい局面を迎

えており、資金計画の健全化を図ることが急務である。

市街地整備課としては、こうした問題に対し、組合経営の健全化に向けた対応

方策を技術的助言として広く提示するとともに、補助金等の弾力的運用を図って

いるところである。

（１）経営健全化に向けた技術的助言

組合経営の健全化を図るためには、組合自らの自助努力により、各種方

。 、 、策を機動的に導入することが必須である しかし 事業の進捗状況により

取り得る方策は異なり、特に事業が進捗するほどその方策は限定されるこ

とから、現在及び将来の経営状況を的確に把握し、できるだけ早期に対応

を図る必要がある。さらに、組合のみならず認可権者である地方公共団体

を含めた関係者の取組も大変重要となってくる。

このため、国として組合経営の健全化に向けた対応方策として、以下に

記す内容について実施の際の留意事項を取りまとめ、技術的助言として平

成１８年６月２８日付けで地方公共団体に周知したところである。

技術的助言の内容

（２）補助金等の弾力的運用

組合の自助努力を前提に、無利子貸付金の活用や、通常補助対象となら

ない区画道路も対象とするなど地方道路整備臨時交付金の運用改善等によ

り、組合経営の支援をしているところである。

項 目 具 体 的 内 容 

1)組合経営の現状把握 ・財務状況の精査、情報の開示、組合員の状況把握 

2)支出の削減に係る方策 
・施行地区の見直し、公共施設の規模や形状の見直し、造成計画の見直し 

・公共施設等の仕様やグレードの見直し、その他工事費削減上の工夫 

・換地設計の工夫による建物移転の抑制、他事行との同時施行  

3)保留地処分方策の見直し 
・保留地設定方法の工夫、保留地処分を優先させるための工夫 

・保留地管理法人の活用 

・保留地の販売方法の工夫、保留地処分計画に合わせた工事計画 

4)組合による収入確保方策 ・再減歩、賦課金 

5)関係機関との協議支援に係る

方策 

・地方公共団体による支援 

・債権者による支援（債務処理方策） 

・事業の引継ぎ    

6)国等の支援措置の活用 ・各種助成制度、無利子貸付金制度 

 



５．その他

（１）土地区画整理士について

①土地区画整理士制度の概要

土地区画整理士制度は、仮換地の指定及び換地処分の適正な実施その他

土地区画整理事業の円滑な施行が進められるよう、換地計画に関する専門

的技術者の養成確保を図ることを目的とする資格制度である。

土地区画整理士の資格は、国土交通大臣が土地区画整理法に基づいて実

施する技術検定に合格した者に与えられる。制度創設（昭和58年度）から

現在（平成19年度）までの間に、全国で累計11,844人の土地区画整理士が

誕生しており、その専門的知識と技術を活かし、事業実施の各場面で指導

的役割を果たしている。

②今後、特に活躍が期待される分野

・権利関係の輻輳する既成市街地における円滑な事業の推進

・基礎的知識のないことが一般的である地権者が実施する組合施行などの

民間による事業の管理

【土地区画整理士技術検定の実施概要】

１）検定実施時期：年１回（９月上旬）

２）申込受付期間：５月上旬から中旬

３）検定地 ：仙台、東京、名古屋、大阪、福岡

４）試験科目 ：学科試験（択一式）

土地区画整理事業総論、土地評価、換地計画、法規

実地試験（記述式）

換地設計、実務経験（必須）

事業計画、移転補償、法規（３問中１問選択）

５）検定実施機関：（財）全国建設研修センター

ＴＥＬ 03-3581-0139（区画整理試験課）

ホームページ http://www.jctc.jp/

③土地区画整理士の活用に関する情報提供について

（社）全日本土地区画整理士会（平成１９年３月現在 正会員数１，６

７１名）では、区画整理の専門家を必要とする団体に対し、人材募集コ

ーナーを設けること等により、会員の土地区画整理士等に関する情報提

供を行っている。

【連絡先】 （社）全日本土地区画整理士会

ＴＥＬ 03-3262-2600

ホームページ http://www.lrex.or.jp/



（２）土地区画整理事業による個性ある街づくりの推進

景観法が制定されるなど都市景観に対する国民的関心が高まっているこ
とから、土地区画整理事業においても良質な景観形成に積極的に取組むこ
とが求められている。そこで、土地区画整理事業に対する国の補助におい
ても地域の取組み状況に応じて、個性ある街づくりの推進のための支援を
行っているところである。

なお、土地区画整理事業における景観形成については、平成１７年３月
に策定した景観形成ガイドライン「都市整備に関する事業」(案)を参考と
されたい。

＜取り組みの程度に応じた支援内容、手続き＞

個性ある街づくりのための取組みの程度に応じて、各補助制度において公共施設

のグレードアップ等に対する支援を行うものである。

景観形成に配慮した一般的な事業 地域活性化の核の形成や、良好な景観の形成等の観点か

ら、施行者と住民等が協力して、個性ある街づくりに積極

的に取り組む事業

街づくり委員会等により、地区の 以下のａ～ｄの全ての取り組みを行う地区要

街並みについて検討の実施や地区 ａ 専門家や住民等の参加による事業の推進（左欄と同じ）件

の住民の意見の調査を行い、景観 ｂ 個性ある街づくりのための計画の策定及び公表

ガイドラインを策定する等の取り ｃ 建築物等の用途、意匠等を制限する地区計画、景観計

組みを実施する地区 画、景観条例等の策定

ｄ 住民、ＮＰＯ法人、企業等による街づくり活動や景観の

形成及び維持又は管理

以下の費用が道路特会及び一般会 以下の費用が道路特会及び一般会計の国庫補助制度の対象支

計の国庫補助制度の対象となる。 となる。援

ａ 街づくり委員会等の設置・運営 ａ 街づくり委員会等の設置・運営対

ｂ 専門家の活用 ｂ 専門家の活用象

ｃ 地域の特性に応じたカラー舗 ｃ 個性ある街づくりのための計画の作成

装、照明等の整備 ｄ 地域の特性に応じて特に必要となる高品位の舗装、照

明、植栽等の整備

・実施計画の協議の際に、グレー ・公共施設のグレードアップを行う場合は、良好な都市空手

ドアップの内容、必要性等につ 間の維持管理・形成が特に必要な区域等について、建築続

いても協議 物等の用途、意匠等を制限する地区計画、景観計画、景き

・グレードアップの目安について 観条例等を定めた上で、実施計画の協議の際に、個性あ等

は通常単価の３倍程度 る街づくりのための計画を提出するとともに、グレード

アップの内容、必要性等について協議

・グレードアップの目安については通常単価の５倍程度



(３) 土地区画整理事業における電線類地中化の推進

環境や景観への意識が高まる中、電線類の地中化や無電柱化への要請が強ま

っており、平成１６年４月に策定された「無電柱化推進計画」には、良好な都

市環境・住環境の形成が特に必要な地区においては、主要な非幹線道路も含め

た面的な整備を実施することが基本方針とされている。このため、既成市街地

等の土地区画整理事業においても無電柱化に積極的に取り組む。

この際、事業の当初段階からの電線管理者等との調整や、電線共同溝整備と

併せ、沿道状況に応じた柔軟な整備手法の活用が重要である。柔軟な整備手法

としては、①裏回し配線等により無電柱化を図る等、配線計画による無電柱化、

②街路灯を利用した民地への引き込み等、引き込みコストの低減や民地側の需

要変動に対応できる手法の採用、等が考えられる。この他にも、コンパクトな

構造物の採用によりコスト縮減を図り、積極的に電線類地中化に取り組むこと

が望まれる。

（４）地籍整備の推進に大きく貢献する区画整理

都市再生本部（平成１５年６月２６日会合）において「民活と各省連携によ

る地籍整備の推進」が報告され、「全国の都市部における登記所備付地図の整

備事業の強力な推進」として「５年で都市部の約５割を実施、１０年で概成」

とする目標が掲げられた。土地の境界、面積等の地籍の整備を行うことは、土

地取引の流動化に資するだけでなく、公共事業の期間短縮や費用軽減に非常に

有効であり都市再生の推進に不可欠だが、都市部の地籍調査の進捗は１９％と

低い状況にある。

一方、土地区画整理事業は、都市部における市街地環境の整備改善に重要な

役割を担っているだけでなく、測量成果に対する国土調査法第１９条第５項の

指定（以下「１９条５項指定」という。）を通じて、事業の施行にあわせた地

籍整備の推進に大きく貢献してきたところでもある。（ＤＩＤ内で地籍が整備

される面積が年平均４，０００haであるのに対し、平成１８年度に区画整理の

測量成果が１９条５項指定を受けた面積は２，６１１ha）

このようなことから、地籍整備の推進という面においても区画整理は重要な

役割を担っており、区画整理事業の測量成果について、国土調査法第１９条第

５項の規定に基づき、国土調査の成果と同一の効果があるものとしての指定を

積極的にうけるべきである。

＜関連通知＞

・土地区画整理事業運用指針 Ⅳ－１．⑤

（平成１３年１２月２６日付都市・地域整備局長通知）

・手続き改正等に係る通知（平成１５年４月８日付市街地整備課長通知）



（５）独立行政法人都市再生機構の都市機能更新土地区画整理事業

大都市及び地方拠点都市地域の拠点地区等において、一体的かつ総合的に都

市の再開発を促進すべき相当規模の地区における既成市街地の高度利用を図る

地区について、都市機能の更新等を目的とした土地区画整理事業を推進する。

＜代表地区＞

①鉄道の操車場・貨物ヤード跡地において施行する事業

・仙台市あすと長町（仙台市）・香椎副都心（福岡市）

②都心における低未利用地の高度利用を図る目的で施行する事業

・大手町（東京都千代田区）

③特定中心市街地の区域において施行する事業

・静岡東部拠点（静岡県沼津市）

（６）阪神・淡路大震災の震災復興土地区画整理事業

平成７年１月１７日に阪神・淡路地域を襲った震度７の都市直下型大地震に

より、建築物の倒壊、焼失等集中的な被害を受けた被災市街地について、土地

区画整理事業を活用した早期復興を図るため、以下の措置を講じている。

①「被災市街地復興特別措置法」を制定し、被災市街地復興のための新しい

都市計画制度「被災市街地復興推進地域」を創設。また、推進地域内にお

いて行う区画整理事業について、住宅供給促進のための換地の特例等を規

定。

②土地区画整理事業に対する補助制度の拡充

・一般会計補助において、被災市街地復興土地区画整理事業については、仮設住宅等の整備

の補助対象化、公共用地確保に対する補助を拡充し、補助率についても拡充（1/3→1/2）

・社会資本整備事業特別会計（道路整備勘定）補助において、被災市街地復興推進地域内の

地区については、面積要件を緩和（５ha以上→２ha以上）し、補助の対象についても拡充

（対象道路幅員について、12ｍ以上→８ｍ以上）。そのうち阪神・淡路大震災に係る地区

については、さらに補助の対象を追加（一定の要件を満たす幅員６ｍ以上の道路）。

③土地区画整理事業に係る税制上の優遇措置（減価買収に係る 5,000万円特

別控除の適用要件緩和等）

阪神・淡路大震災に係る震災復興土地区画整理事業については、２０地区に

おいて着手しており、このうち１６地区の事業が完了している。その他施行中

の地区についても、概ね仮換地指定が済んでおり、順次移転及び工事を実施中

である。



◇　阪神・淡路大震災に係る震災復興土地区画整理事業　◇

平成20年1月1日現在

都市名 都市計画 事業地区名 施行者 施行面積 備考

神戸市 新長田・鷹取 鷹取東第一地区 神戸市 8.5ha 完了

鷹取東第二地区 神戸市 19.7ha

新長田駅北地区 神戸市 59.6ha

御菅 御菅東地区 神戸市 5.6ha 完了

御菅西地区 神戸市 4.5ha 完了

松本 松本地区 神戸市 8.9ha 完了

六甲道駅西 六甲道駅西地区 神戸市 3.6ha 完了

六甲道駅北地区 神戸市 16.1ha 完了

森南 森南第一地区 神戸市 6.7ha 完了

森南第二地区 神戸市 4.6ha 完了

森南第三地区 神戸市 5.4ha 完了

湊川町1・2丁目 湊川町1・2丁目地区 組  合 1.5ha 完了

神前町２丁目北 神前町２丁目北地区 組  合 0.5ha 完了

芦屋市 西部 西部第一地区 都市機構 10.3ha 完了

西部第二地区 芦屋市 10.7ha 完了

中央 芦屋中央地区 都市機構 13.4ha 完了

西宮市 西宮北口駅北東 西宮北口駅北東地区 西宮市 31.2ha

森具 森具地区 西宮市 10.5ha 完了

尼崎市 築地 築地地区 尼崎市 13.7ha 完了

淡路市 富島 富島地区 淡路市 20.9ha

被災市街地復興推進地域計 20地区 255.9ha 　



（７）国際協力について

区画整理は、都市整備の分野における我が国の国際貢献の柱となっており、ＪＩ

ＣＡによる国際協力を軸としつつ、以下のような国際協力業務を推進している。

①ＪＩＣＡプロジェクト方式技術協力

タイ国の実状にあった都市整備手法の開発、都市開発に関する研修コースの創

設等を目的として、平成１１年６月より６年間、専門家の派遣、機材の供与、カ

ウンターパートに対する研修等を総合的に実施した。この協力の成果として、タ

イ国は、平成１６年１２月に区画整理法を制定した。

また、平成１７年５月より４年間の予定で「土地区画整理促進プロジェクト」

を実施している。新プロジェクトは、制定された区画整理法の政省令や技術基準

等の策定、事業の普及促進を目的とし、専門家の派遣、カウンターパートに対す

る研修、パイロットプロジェクトに対する支援等を総合的に実施するものである。

平成１９年１２月末現在、２名の長期専門家を派遣している。

②日本でのＪＩＣＡ研修の実施

日本の都市整備及び区画整理を開発途上国に広く普及させるため、集団研修

（都市整備コース）を実施している。

（８）事業促進のための協議会等

市街地整備事業の円滑な推進のためには、地方公共団体同士が共通の課題につい

て調査・研究等を行うことにより解決方法を見出すとともに、事業推進のためのき

め細かな情報を相互に交換することが効果的であることから、下記の協議会におい

て、市街地における基盤整備のあり方とその活用等を主なテーマとした会員による

自主的な調査研究、会員間の情報共有、最新情報の提供等を行っている。

○全国土地区画整理事業推進協議会
加盟団体が協力して、土地区画整理事業を積極的に拡大推進するため、事業に関する啓

蒙宣伝並びに予算の拡大・制度の改善等に係る政府その他への要請等を行う。
・設立…平成４年８月
・会員…４３都道府県、１５政令指定都市、４法人

（http://www.shigaichiseibi.jp/）○市街地整備促進協議会
市街地整備に関する理念、計画、事業等について、会員相互の情報交換、調査、研究等

を行うことにより、市街地整備の円滑な促進を図る。
・設立…平成１４年７月
・正会員…８７市区町
・特別会員…５０都道府県、独立行政法人都市再生機構等

※都市拠点整備促進全国協議会、都市イベント推進協議会、既成市街地区画整理促進協議
会の３協議会が発展的に統合。

※事務局 長野市駅周辺整備局 TEL 026-224-5194



（９）都市関係予算総括表
（単位：百万円）

 事業費 国　費 事業費 国　費 事業費 国　費

1,202,642 617,869 1,245,801 651,662 0.97 0.95

204,205 104,790 215,631 110,349 0.95 0.95

1,037,351 344,294 1,035,392 344,553 1.00 1.00

市 街 地 再 開 発 事 業 等 103,918 19,767 109,661 20,781 0.95 0.95

都 市 再 生 推 進 事 業 等 33,956 18,144 32,776 17,757 1.04 1.02

ま ち づ く り 交 付 金 640,000 251,000 612,000 243,000 1.05 1.03

〈 241 〉 〈 225 〉 〈 1.07 〉
都 市 開 発 資 金 14,826 0 14,061 0 1.05 －

独 立 行 政 法 人 都 市 再 生 機 構 118,201 3,600 139,961 10,600 0.84 0.34

民 間 都 市 開 発 推 進 機 構 21,160 196 21,244 220 1.00 0.89

都 市 水 環 境 整 備 事 業 88,203 43,568 88,251 43,776 1.00 1.00

緑 地 環 境 整 備 総 合 支 援 事 業 13,128 5,314 13,263 5,369 0.99 0.99

補 助 率 差 額 － 605 － 850 － 0.71

都市再生推進事業（道路環境整備） 4,200 2,100 4,400 2,200 0.95 0.95

9,566 0 10,682 0 0.90 －

2,453,764 1,066,953 2,507,506 1,106,564 0.98 0.96

765,728 420,648 829,780 457,348 0.92 0.92

街 路 事 業 567,857 310,605 612,158 336,839 0.93 0.92

土 地 区 画 整 理 事 業 163,123 90,969 180,244 100,320 0.91 0.91

市 街 地 再 開 発 事 業 等 32,250 17,938 34,832 19,049 0.93 0.94

街 路 交 通 調 査 2,498 1,136 2,546 1,140 0.98 1.00

400 200 820 410 0.49 0.49

766,128 420,848 830,600 457,758 0.92 0.92

(注)１． 下水道事業の平成20年度には、重点施策推進要望に係る施策として、事業費 53,440百万円、国費 27,981百万円を含む。

２． 都市公園事業の平成20年度には、重点施策推進要望に係る施策として、事業費 11,894百万円、国費 5,178百万円を含む。

３． 都市環境整備事業の平成20年度には、重点施策推進要望に係る施策として、事業費  46,497百万円、国費 18,300百万円を含む。

４． 街路事業の平成20年度には、重点施策推進要望に係る施策として、事業費 876百万円、国費 453百万円を含む。

５． 下水道事業には、本表のほか、内閣府一括計上の地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金） がある。

６． 市街地再開発事業等には、先導型再開発緊急促進事業及び暮らし・にぎわい再生事業を含む。

７． 都市再生推進事業等には、都市防災推進事業、都市・地域交通戦略推進事業及び都市開発事業調査を含む。

８． 都市開発資金の上段〈  〉内書は、都市公園事業の再計上のため、集計は差し引いて計上している。

９． 独立行政法人都市再生機構には、住宅局との共管分を含む。

１０． 都市水環境整備事業には、下水道関連公共施設整備促進事業（下水道関連特定治水施設整備事業）を含む。

１１． 都市再生事業資金貸付金等には、連続立体交差事業資金貸付金を含む。

１２．

 

 

  

 

前　年　度（Ｂ） 倍　率（Ａ／Ｂ）
区　　　　　　　　　　　　　　　分

都 市 再 生 事 業 資 金 貸 付 金 等

２０　年　度（Ａ）

下 水 道 事 業

都 市 公 園 事 業

都 市 環 境 整 備 事 業

計

土地区画整理事業資金融資（住宅対策）

街 路 事 業

補助率差額は、都市水環境整備事業分である。

計



（１０）道路関係予算総括表
（単位：百万円）
倍 率（Ａ／Ｂ）

事業費 国    費 事業費 国    費 事業費 国費

4,205,068 2,685,075 4,391,663 2,776,724 0.96 0.97

200,000 167,564 200,000 168,416 1.00 0.99

1,873,820 1,238,620 1,960,065 1,302,679 0.96 0.95

直 轄 1,538,268 1,057,660 1,600,520 1,110,072 0.96 0.95

補 助 335,552 180,960 359,545 192,607 0.93 0.94

534,337 304,908 574,004 328,630 0.93 0.93

763,230 419,512 827,234 456,208 0.92 0.92

86,276 57,876 88,641 59,252 0.97 0.98

15,529 10,596 15,826 10,752 0.98 0.99

42,541 40,737 34,474 32,603 1.23 1.25

522,790 305,815 516,307 301,214 1.01 1.02

9,885 4,911 9,873 4,916 1.00 1.00

－ 53,966 － 26,266 - 2.05

－ － 1,323 1,323 - -

156,660 80,570 163,916 84,465 0.96 0.95

( 1,174,225 ) ( 682,500 ) ( 1,280,085 ) ( 709,900 ) ( 0.92 ) ( 0.96 )

1,361,859 109,785 1,434,337 116,270 0.95 0.94

285,387 0 326,486 0 0.87 -

441,166 0 468,952 0 0.94 -

263,051 0 272,258 0 0.97 -

( 989,604 ) ( 0 ) ( 1,067,696 ) ( 0 ) ( 0.93 ) ( - )

178,100 14,208 167,520 17,446 1.06 0.81  

81,531 9,400 86,380 10,950 0.94 0.86

 8,666 53,333 9,083 53,333 0.95 1.00

97,290 29,510 95,866 30,645 1.01 0.96

6,668 3,334 7,792 3,896 0.86 0.86

5,566,927 2,794,860 5,826,000 2,892,994 0.96 0.97

4,076,053 1,942,973 4,300,719 2,018,521 0.95 0.96

1,490,874 851,887 1,525,281 874,473 0.98 0.97

( 153,363 ) ( 98,524 ) ( － ) ( － ) － －

(注)１．

２．

３． 有料道路の前年度各区分の計数には、ＮＴＴ－Ａ型事業を含む。

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11． 10．のほかに、高速道路料金の引下げ、スマートＩＣ増設等（国費 1,517億円）、地方への無利子貸付（国費 1,000億円）に係る経費がある。

本表のほかに、道路関連施策（国費 1,525億円）に係る経費として、まちづくり交付金（国費 1,165億円）、道整備交付金（国費 179億円）、地
域自立・活性化交付金（国費 108億円）、低公害車普及促進（国費 22億円）、道路交通の円滑化施策等への国民参加促進（国費 6億円）、デ
マンドバスによる利便性向上（国費 3億円）、多様な無電柱化手法推進（国費 8億円）、その他（国費 35億円）がある。

本州四国連絡高速道路株式会社の国費は、機構法第６条第３項に基づいて、機構が政府から受ける出資金を計上している。

首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の国費は、機構法第12条第１項第４号に基づいて、機構が政府から受ける出資金を財
源として、それぞれ首都高速道路株式会社及び阪神高速道路株式会社の新設又は改築に要する費用の一部として無利子で貸し付ける額を
計上している。

一般道路の各計数の中には、地方道路交付金事業で実施する分（見込値）を含む。

各高速道路株式会社の事業費については、建設利息を含む。

一般道路の各計数の中には、道路環境整備で実施する分を含む。

道路関係社会資本の計数には、河川等関連地域連携、住宅市街地関連道路環境改善及び都市再生関連道路交通円滑化を計上している。

道路交通環境改善等の計数には、道路交通環境改善、結節点環境改善、沿道整備融資及び長寿命化修繕計画策定を計上している。

補助率差額等には、地方道路整備臨時交付金の保留額を含む。

東 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

２０  年  度（Ａ） 前　年　度（Ｂ）

補 助 率 差 額 等

独 立 行 政 法 人 交 付 金

道 路 関 係 社 会 資 本

地 方 道

街 路

機 械

区　　　　　　　　　　　　分

（ 地 方 道 路 整 備 臨 時 交 付 金 ）

有 料 道 路

道 路 交 通 環 境 改 善 等

調 査

交 通 安 全

一 般 道 路

高 速 国 道

一 般 国 道

雪 寒

西 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社

首 都 高 速 道 路 株 式 会 社

道 路 開 発 資 金 等

阪 神 高 速 道 路 株 式 会 社

本 州 四 国 連 絡 高 速 道 路 株 式 会 社

地 方 道 路 公 社

（ 上 記 ３ 会 社 小 計 ）

（ 重 点 施 策 推 進 要 望 に 係 る 施 策 ）

道 路 整 備 等 計

道 路 整 備

道 路 環 境 整 備



（１１）道路特定財源の見直し

１．道路特定財源の見直しについて

道路特定財源の見直しについては、平成19年12月７日に政府・与党合意が

とりまとめられたところであり、関連する法案を平成20年の通常国会に提出

し、その成立を図ります。

（平成19年12月７日政府・与党）道路特定財源の見直しについて

昨年末の「道路特定財源の見直しに関する具体策」に基づき、以下の措置

を講じることとし、関連法案を次期通常国会に提出する。

１．真に必要な道路整備の計画的な推進

１）中期計画の策定及び推進

①国際競争力の強化、地域の活性化、安全・安心の確保、環境の保全

と豊かな生活環境の創造といった政策課題に対応するため、今後１０

年間を見据えた道路の中期計画を策定し、真に必要な道路整備は計

画的に進める。

②計画の推進に当たっては、厳格な事業評価や徹底したコスト縮減に

より重点化、効率化を図るとともに、道路に関連する施策の実施や

高速道路料金の引下げ等を効果的に活用する。

③中期計画の事業量は、５９兆円を上回らないものとする。

④中期計画は、今後の社会経済情勢の変化や財政事情等を勘案しつ

つ、５年後を目処として、必要に応じ、所要の見直しを行う。

２）地域の道路整備の促進

地域間格差への対応や生活者重視の視点から、地方の自主性にも配

慮しつつ、地域のニーズを踏まえた、真に必要な道路整備を促進す

る。特に、

①地方道路整備臨時交付金の制度改善（対象の拡大及び財政状況に

応じた交付率の引き上げ）

②道路整備に関する地方の財政負担の軽減を図るための臨時措置

（５年間、総額５０００億円規模）として、無利子貸付制度の創

設（償還時に国債整理基金特別会計に繰り入れ）

を行う。



２．既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化

地域の活性化、物流の効率化、都市部の深刻な渋滞の解消、地球温暖化

対策等の政策課題に対応する観点から、高速道路料金の引下げ、スマー

トＩＣ（インターチェンジ）の増設など既存高速道路ネットワークの有効

活用・機能強化策を推進する。

このため、地方公共団体との連携を図るとともに、道路関係四公団民営

化の趣旨を踏まえ、高速道路会社においてコスト縮減など更なる経営合理

化に取り組むことによる追加的な措置の実施と併せて、国の道路特定財源

を活用して２．５兆円の範囲内で債務を国が承継する。

３．道路特定財源制度の見直し

揮発油税の税収等の全額を、毎年度の予算において道路整備に充てるこ

とを義務付けている道路整備費の財源等の特例に関する法律第３条の規定

を改める。

また、毎年度の予算において、道路歳出を上回る税収については、環境

対策等の政策課題への対応も考慮して、納税者の理解の得られる歳出の範

囲内で、一般財源として活用する。

なお、厳しい財政事情を勘案し、平成２０年度予算において、納税者の

理解の得られる歳出の範囲内で、平成１９年度を上回る額を一般財源とし

て活用する。

４．税率水準の維持

国及び地方の道路特定財源については、上記措置を着実に進める必要性

及び、厳しい財政事情や環境面への影響にも配慮し、２０年度以降１０

年間、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持する。

なお、１．１）④の見直しを踏まえ、道路整備の状況等を勘案し、必要

に応じ、所要の検討を加えることとする。

また、自動車関係諸税については、税制の簡素化が必要との指摘もあ

り、今後の抜本的な税制改革にあわせ、道路の整備状況、環境に与える影

響、厳しい財政状況等も踏まえつつ、暫定税率を含め、そのあり方を総合

的に検討する。



２．中期計画の策定及び推進について
平成19年12月７日に政府・与党で合意した「道路特定財源の見直しについ

て」では、今後10年間を見据えた計画を策定することや、その事業量は、59

兆円を上回らないものとすること、５年後を目処に必要に応じて所要の見直

しを行うこと等の中期計画の骨格が示されました。

この政府・与党合意を踏まえ、今後、道路の中期計画を策定し、厳格な事

業評価や徹底したコスト縮減により重点化、効率化を図り、真に必要な道路

整備を計画的に進めます。

(参考)「道路の中期計画（素案 」について）

政府・与党合意に先だち、平成19年４月以降、２回にわたり問いかけ

、 「 （ ）」を行い その意見等を踏まえて平成19年11月に 道路の中期計画 素案

をとりまとめました。

①計画において取り組む主な政策課題と講じる施策の例

基幹ネットワークの整備
・高規格幹線道路や地域高規格道路の効率的な整備
・拠点的な空港・港湾からＩＣへのアクセス改善
・国際標準コンテナ車の通行支障区間の解消 等

生活幹線道路ネットワークの形成

慢性的な渋滞への対策

○開かずの踏切等を除却する対策

○交通事故対策

○橋梁等の修繕・更新

地球温暖化対策

○バリアフリー化

○大気質対策

○耐震対策

・地域高規格道路の整備
・現道拡幅による隘路の解消 等

・環状道路・ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備、公共交通利用の支援 等

・開かずの踏切対策、連続立体交差事業 等

・斜面対策、雪崩対策、事前通行規制の緩和 等

・道路の事故対策、自転車走行環境の整備 等

・予防保全の実施 等

・幅広歩道整備、歩道段差解消、駅前広場整備 等

・橋脚の補強、落橋防止装置の設置 等

・地域性を踏まえた維持管理 等

・電線共同溝等の整備 等

・交差点改良、植樹帯の設置 等

・歩道等の整備、カラー舗装や防護柵の設置 等

・踏切内の歩道拡幅、立体横断歩道橋の設置 等

・面的な市街地整備 等

・遮音壁、低騒音舗装 等

・環状道路整備、自転車道の整備、道路緑化 等

○渋滞対策

（１）国際競争力の確保

（２）地域の自立と活力の強化

（４）環境の保全と豊かな生活環境の創造

（３）安全・安心の確保

（５）国際競争力の確保、地域の自立と活力の強化、環境の保全等に
資する既存高速道路の有効活用

○防災・防雪対策

○安心な市街地形成

防災・減災対策

○通学路の歩道整備

○踏切の安全対策

○維持管理

○騒音対策

○無電柱化

○既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化

生活環境の向上

交通安全の向上

道路環境対策

安全・安心で計画的な道路管理

基幹ネットワークの整備
・高規格幹線道路や地域高規格道路の効率的な整備
・拠点的な空港・港湾からＩＣへのアクセス改善
・国際標準コンテナ車の通行支障区間の解消 等

生活幹線道路ネットワークの形成

慢性的な渋滞への対策

○開かずの踏切等を除却する対策

○交通事故対策

○橋梁等の修繕・更新

地球温暖化対策

○バリアフリー化

○大気質対策

○耐震対策

・地域高規格道路の整備
・現道拡幅による隘路の解消 等

・環状道路・ﾊﾞｲﾊﾟｽの整備、公共交通利用の支援 等

・開かずの踏切対策、連続立体交差事業 等

・斜面対策、雪崩対策、事前通行規制の緩和 等

・道路の事故対策、自転車走行環境の整備 等

・予防保全の実施 等

・幅広歩道整備、歩道段差解消、駅前広場整備 等

・橋脚の補強、落橋防止装置の設置 等

・地域性を踏まえた維持管理 等

・電線共同溝等の整備 等

・交差点改良、植樹帯の設置 等

・歩道等の整備、カラー舗装や防護柵の設置 等

・踏切内の歩道拡幅、立体横断歩道橋の設置 等

・面的な市街地整備 等

・遮音壁、低騒音舗装 等

・環状道路整備、自転車道の整備、道路緑化 等

○渋滞対策

（１）国際競争力の確保

（２）地域の自立と活力の強化

（４）環境の保全と豊かな生活環境の創造

（３）安全・安心の確保

（５）国際競争力の確保、地域の自立と活力の強化、環境の保全等に
資する既存高速道路の有効活用

○防災・防雪対策

○安心な市街地形成

防災・減災対策

○通学路の歩道整備

○踏切の安全対策

○維持管理

○騒音対策

○無電柱化

○既存高速ネットワークの効率的活用・機能強化

生活環境の向上

交通安全の向上

道路環境対策

安全・安心で計画的な道路管理



②選択と集中による効果的な事業実施に向けた取り組み

選択と集中による効果的な事業を実施するため、重点化する過程を明

確にした重点方針を、政策課題毎に示しています。

＜全体＞ 通学路の歩道整備の例

施策の対象全体 全国の道路（約120万km）

＜要対策＞

施策の対象全体のうち、 全国の通学路（約19万km）
対策を講じることについて 小学校が定める児童が通学する
検討が必要な箇所 ために利用する道路

＜重点化＞

多くの児童が利用するなど、事故の
対策を講じることについて 危険性が高い通学路（約11万km）
検討が必要な箇所のうち、 歩道等のない箇所（約44,000km）
重点化した箇所 に対して、簡易な方法を含め

集中的に交通安全対策を実施

【重点方針】

３．地域の道路整備の促進
参１

(1)地方道路整備臨時交付金の制度改善

地方道路整備臨時交付金について、平成20年度以降10年間継続した上

で、交付対象に都府県等が実施する一般国道を追加するとともに、財政

力の弱い地域での道路整備の着実な推進を図るため、地方公共団体の財

政力に応じて国費割合を引き上げます。

・ 国費割合：現行55％→最大70％

(2)地方道路整備臨時貸付制度の創設

地方公共団体の現下の厳しい財政状況の中で、中期計画に沿って計画

的に道路整備を進めるため、平成20年度以降５年間、地方公共団体が、

直轄事業、補助事業及び地方道路交付金事業に伴い負担する額の一部に

対して、無利子の貸付を行います。

・ 貸付期間20年以内（５年以内の据置期間含む）
・ 総額5,000億円規模

４．既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化
参２

地域の活性化 物流の効率化 都市部の深刻な渋滞の解消 地球温暖化対策、 、 、

等の政策課題に対応する観点から 高速道路料金の引下げ スマートインター、 、

チェンジの増設など既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化策を推

進することとし このため 国の道路特定財源を活用して2.5兆円の範囲内で、 、

債務を国が承継することとします。

＜参＞１．P12「(2)地域の道路整備の促進」参照
２．P26「Ⅴ 既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化」参照



５．道路特定財源諸税の税率水準の維持
、「 」国及び地方の道路特定財源については 道路特定財源の見直しについて

平成19年12月７日 政府・与党 に沿って 真に必要な道路整備の計画的な（ ） 、

推進や既存高速道路ネットワークの有効活用・機能強化等の措置を着実に進

める必要性及び、厳しい財政事情や環境面への影響にも配慮し、20年度以降

10年間、暫定税率による上乗せ分を含め、現行の税率水準を維持します。

なお、道路の中期計画の見直しを踏まえ、道路整備の状況等を勘案し、必

要に応じ、所要の検討を加えることとします。

また、自動車関係諸税については、税制の簡素化が必要との指摘もあり、

今後の抜本的な税制改革にあわせ、道路の整備状況、環境に与える影響、厳

しい財政状況等も踏まえつつ、暫定税率を含め、そのあり方を総合的に検討

します。

道路特定財源諸税一覧

＜注＞１． は暫定税率（[ ]内は本則税率）

２．暫定税率の適用期限は、平成20年3月31日（自動車重量税のみ平成20年4月30日）

３．石油ガス税については、暫定税率は設定されていない

４．税収は平成20年度当初予算(案)による（決算調整額を除く）

５．暫定税率上乗せ分は試算値

６．四捨五入の関係で各計数の合計が一致しないことがある

うち暫定税率
上乗せ分

揮発油税  48.6円 [24.3円]/㍑ 13,843 億円

石油ガス税 17.5円/kg －

自動車重量税
［例:自家用乗用］
 6,300円 [2,500円]/0.5t年

3,097 億円

16,940 億円

地方道路譲与税  5.2円 [4.4円]/㍑ 461 億円

石油ガス譲与税 石油ガス税を参照 －

自動車重量譲与税 自動車重量税を参照 2,013 億円

軽油引取税  32.1円 [15.0円]/㍑ 5,281 億円

自動車取得税 自家用は取得価額の 5% [3%] 1,309 億円

9,064 億円

26,004 億円

国

計

27,685 億円

　　140 億円

5,541 億円

33,366 億円

地
　
　
　
方

合　　　　　計 54,043 億円

2,998 億円

140 億円

3,601 億円

4,024 億円

20,677 億円

税収(平成20年度)

税目

9,914 億円

計

税率




